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シンポジウム（基調講演）

医療連携　主に災害医療におけるチーム医療について
羽生田　俊（（社）日本医師会　副会長） 

　3月 11日に発生した東日本大震災は、我が国に未曾有の被害をもたらした。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りする
とともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げたい。
1．日本医師会の対応
　日本医師会は、3月 11日に原中会長を本部長とする日本医師会災害対策本部を設置し、被災状況の把握に努めるとともに、
被災地への医療支援を開始した。まず都道府県医師会に対し、遺体検案担当医師の登録を要請した（全体の死体見分等実施
数は 6月 27日現在、被災三県合計で 15,437体）。続いて、JMAT（日本医師会災害医療チーム）の結成の要請を行い、被災県
医師会との調整のうえ、被災地へ派遣した。JMATは、初動の医療チームであるDMAT（Disaster Medical Assistance Team）が、
発災後 48～ 72時間で撤収した後を受けて、被災地の医療支援を行うものである。
　具体的には、避難所、救護所における医療、被災地病院、診療所の日常診療への支援である。JMATは、日本医師会の救
急災害医療対策委員会で報告書が取りまとめられ、1年前の 3月 11日にその構想を公表した段階のものであり、具体的な点に
ついて更なる検討を行っている最中に急に創設したものであったが、8月 11日現在、1,488チームが派遣中または派遣済であ
る。情報の混乱、指揮系統が統一されていなかった点など様々な課題はあるが、感染症の流行もほとんどなく、役割を十分に
果たしたと言える。医師を始めとして医療関係者、医師会の力をまさに示すことができたと考えている。
　また、被災地における医薬品の不足が深刻化しているなか、3月 19日には、日本製薬工業協会、米軍、自衛隊等の協力を
得て、全国の医薬品メーカーから無償で提供された 8.5トンの医薬品を被災地に搬送した。
　なお、国民・患者向けには、医薬品の長期処方の自粛を求めるポスター等を作成した。
2．JMATと薬剤師
　JMATは、医師 1名、看護職員 2名、事務職員 1名、計 4名を基本としていたが、3月 16日、日本医師会は、日本薬剤師
会の申入れにより、都道府県医師会に、JMATへの薬剤師の参加につき配慮を要請した。
　その結果、JMATへの薬剤師の参加は 445名にのぼり、医師 2,150名、看護職員 1,681名、事務職員 1,084名に次ぐ人数と
なった（8月 11日現在。他に、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師、福祉、介護関係、栄養士、臨床心理士など 481名）。
　JMATにおける薬剤師の役割について、日医ニュース第 1196号（平成 23年 7月 5日）に掲載された大阪府医師会の活動報告
によれば、大槌町で活動していた各医療チームによる多種多量の医薬品の整理に薬剤師が大活躍し、また、救護所で渡される
医薬品が必ずしも普段処方されているものではないため薬剤師から丁寧な服薬指導が行われたとのことである、さらにお薬手
帳が有用であったとしている。
3．今後の対応－被災者への復興支援、地域医療の復興に向けて
　現在も多くの人々が避難所や仮設住宅での生活を余儀なくされている。
　長期にわたる被災者の健康支援のため、4月 12日に政府の「被災者生活支援特別対策本部」（現「被災者生活支援チーム」）の
下に「被災者健康支援連絡協議会」が設置された。日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会等 17組織、33団体で構成さ
れ、現地のニーズの調査とともに、関係省庁を交えた情報交換を行い、被災者の健康管理、被災地の復興へ向けた諸課題の
解決等の要望を取りまとめ、政府に提出した。JMATのみならず、医薬品等の物資支援や同連絡協議会は各種団体、関係者に
よる医療連携そのものである。
　また、東日本大震災では、地域医療の基本を再確認することができ、医療提供体制を見直す契機とも言えよう。JMATにお
けるチーム医療としての活躍をみるとき、まさに通常の医療においても、新たな職種等の創設は必要なく、協働によるチーム医
療の重要性を再認識するものである。
　今後も引き続き、被災者及び被災した医療機関への支援等を行うとともに、政府に対して復興のための要望をしていきたい
と考えている。そして、被災地に一刻も早く医療を取り戻し、大震災以前にも増して、安全、安心な姿に再生していくことに
全力を傾けたい。
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